
令和６年能登半島地震に関する学生及び受験生への経済的支援について 

  

 

 

１． 本学学生 

① 授業料減免【罹災証明書 必要】 

「東京音楽大学大規模自然災害罹災学生に対する授業料減免措置に関する規程」適用 

 

（減免額）第３条 対象となった者には、罹災程度に応じて下表のように授業料の減免措置

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 入学試験受験者 

① 2-3月入試受験者の検定料免除【罹災証明書 不要】 

居住地：石川県、富山県、福井県、新潟県のうち災害救助法適用区域 

https://bousai-system.go.jp/page.jsp?id=418 

 

② 入学金免除または減免【罹災証明書 必要】 

A 家屋の全壊程度・全損程度 全額 

B 家屋の半壊程度・半損程度 半額 

 ※納付済の場合は返金とする。 

 

③ 授業料減免【罹災証明書 必要】 

「東京音楽大学大規模自然災害罹災学生に対する授業料減免措置に関する規程」 

第３条準用 

※納付済の場合は返金とする。 
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